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①秋田県庁は前倒しで10月１日から
　2018年７月に改正された健康増進法では、「多
数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等」
として、「第一種施設（学校・病院・児童福祉施設等、

行政機関、旅客運送事業自動車・航空機）」では「敷
地内禁煙」としています（図１）。その施行は「2019
年夏頃」とされておりますが、秋田県庁のように前
倒しで実施する自治体が現れ始めました。
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オリンピックと屋内全面禁煙法・条例（その50）

「行政機関は敷地内禁煙」の動き急
　　秋田県庁は敷地内、新潟県庁は建物内で
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図１．改正健康増進法の概要
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　秋田県庁では、2018年10月１日
から出先機関も含めて敷地内禁煙
が実施されました（図２）。喫煙の
ために敷地外まで往復するわけに
いきませんから勤務時間中の喫煙
も禁止されました。感心したのは
「出張先でも同様」という徹底ぶり
です。

　秋田県庁では2010年から屋内
の喫煙室が廃止されて建物内禁煙とし、喫
煙所が２カ所残っていました。今回、来客用
の喫煙所と職員用の屋外喫煙コーナーが撤
去されて敷地内禁煙になったわけです。図
３は職員用の屋外喫煙コーナーへの出入口
が封鎖され、厚生労働省の受動喫煙防止対
策のシンボルマーク「けむいモン」の幟が立
てられた様子です。

　秋田県庁が敷地内禁煙化されたロード
マップが図４です。これから敷地内禁煙化
を考えている自治体・企業の参考になると
思います。

②新潟県庁は2019年度の早い時期に
　47都道府県で最多の喫煙室があった新
潟県庁もついに建物内禁煙が決定されまし
た（図５）。改正健康増進法では、行政機関に
「屋外で受動喫煙を防止するために必要な
措置がとられた場所に、喫煙場所を設置す
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図３．封鎖された屋外喫煙コーナー
　への出入口
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ることができる」とされています。「県庁敷地内に
喫煙所を設置する方針」とのことですが、北海道庁
のようにコンテナのような喫煙室を設置したり
（図６）、横浜市桜木町の駅前のように四方から壁
で囲い込む対策（図７）をおこなった場合、多額の
税金が使われます。「税金は県庁職員の喫煙のため
ではなく、県民の福祉のために」「勤務時間中は屋
外の喫煙場所に行かず、席に着いて公僕としての
職務を果たすべし」という県民運動を盛り上げて、
秋田県のように敷地内禁煙・勤務中禁煙への方針
転換を検討して欲しいものです。

　今回の２つの自治体の禁煙化で共通しているの
は「県警を含む」という点です。改正健康増進法に
は「県警を除く」とは書かれていません。遅れがち
であった警察の禁煙化も進んでいくことでしょ
う。
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